
岡山県地域医療介護総合確保基金事業実施要綱（医療分） 

 

（通則） 

第１条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第

64号）第４条に基づく岡山県計画に掲載された事業のうち、補助金を交付する事業 （事

業のうち一部を補助する場合を含む。）の実施については、この要綱に定めるところによ

るものとする。 

 

（事業内容） 

第２条 この要綱に基づく事業は、次の事業とし、その内容は別記のとおりとする。 

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備等に関する事業 

（１）病床機能分化・連携促進のための基盤整備事業   （別記１） 

（２）医療介護連携体制整備事業     （別記２） 

（３）助産所等施設設備整備事業                 （別記３） 

 

２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

（１）かかりつけ医認定事業      （別記４） 

（２）訪問看護総合支援センター事業     （別記５） 

（３）備蓄医薬品の情報共有と地域（薬局）フォーミュラリの策定  （別記６） 

（４）訪問薬剤指導推進事業                   （別記７） 

 

３ 医療従事者の確保に関する事業 

（１）救急勤務医支援事業      （別記８） 

（２）産科医等育成・確保支援事業     （別記９） 

（３）新人看護職員研修事業      （別記 10） 

（４）看護師等養成所運営事業     （別記 11） 

（５）院内保育運営事業      （別記 12） 

（６）小児救急医療拠点病院運営事業     （別記 13） 

（７）小児救急医療支援事業      （別記 14） 

（８）岡山県内の病院施設等で勤務する看護補助者の育成事業 （別記 15） 

（９）看護職員の資質向上支援事業                               （別記 16） 

（10）高齢者施設の看護職のための感染症対策リーダー育成事業 （別記 17） 

（11）医療 DX推進のための PHR普及・利活用モデル実証事業  （別記 18） 

（12）高齢者施設における急変時等相談対応窓口事業   （別記 19） 

（13）特定地域看護職員確保支援事業                              （別記 20） 

（14）歯科衛生士の早期離職防止事業               （別記 21） 



 

（県の補助） 

第３条 県は、予算の範囲内で、前条の事業に要する経費について、別に定める基準（岡山

県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱等）により補助するものとする。 

 

（雑則） 

第４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 27年２月 23日から施行し、平成 26年度分の事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 27年９月 30日から施行し、平成 27年度分の事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 27年 11月 17日から施行し、平成 27年度分の事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 28年４月１日から施行し、平成 28年度分の事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 28年９月 27日から施行し、平成 28年度分の事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 29年９月 20日から施行し、平成 29年度分の事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 30年 11月６日から施行し、平成 30年度分の事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 31年２月７日から施行し、平成 30年度分の事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和元年 11月 29日から施行し、令和元年度分の事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和２年 11月 25日から施行し、令和２年度分の事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年９月 21日から施行し、令和３年度分の事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和４年 10月 13日から施行し、令和４年度分の事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和５年 10月 13日から施行し、令和５年度分の事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和６年９月 14日から施行し、令和６年度分の事業から適用する。 



附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度分の事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和７年９月 29日から施行し、令和７年度分の事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度分の事業から適用する。 

 



 



（別記１） 

病床機能分化・連携促進のための基盤整備事業 

 

１ 目的 

県内に所在する医療機関が行う病床機能の分化・連携に資する施設又は設備

の整備を支援することにより、高度急性期から、急性期、回復期、慢性期、在

宅医療に至るまで一連のサービスを地域において総合的に確保することを目

的とする。 

 

２ 実施主体 

岡山県内に開設する病院及び有床診療所とする。 

 

３ 事業内容 

（１）地域医療構想達成に向け、地域医療構想調整会議での合意を経て、①のと

おり、病床機能報告において、医療機関が二次保健医療圏で過剰な一般病床

又は療養病床から回復期病床等不足する病床機能への転換に必要な新築、増

改築及び改修に要するもの及び建物の整備の一環として行う設備整備又は

備品の購入に要するもの。ただし、回復期病床への転換の場合は、急性期を

経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する

機能を有し、在宅復帰率６割以上（入院後 180 日以内）であること。また、

同一開設者が開設する複数の医療機関が病床転換する場合は、病床数等を合

算するものとする。 

① 地域医療構想の達成に向け、二次保健医療圏で不足する病床機能への転換

を伴うもの 

（２）地域医療構想達成に向け、地域医療構想調整会議での合意を経て、①のと

おり、医療機関が病棟・病室を他の用途（機能転換以外）へ変更するために

必要な改修に要するもの及び変更後の用途のために必要な設備整備又は備

品の購入に要するもの 

① 地域医療構想の達成に向け、他の用途（機能転換以外）へ変更を伴い、一

般病床又は療養病床の削減を行うもの 

（３）地域医療構想達成に向け、地域医療構想調整会議での合意を経て、①から

②のとおり、医療機関が一般病床又は療養病床を削減することによる事業縮

小の際に要する費用 

① 不要となる建物（病棟・病室等）や不要となる医療機器の処分（解体、廃

棄又は売却）に係る１件あたり 100万円以上の損失（固定資産除却損、固定

資産廃棄損、固定資産売却損）（財務諸表上の特別損失に計上される金額に限

る）。建物については、法人税法上「有姿除却」として認められる場合に限り、



解体又は売却を伴わない損失（固定資産除却損）についても対象とする。医

療機器については、「有姿除却」は対象としない。 

② 早期退職制度（法人等の就業規則等で定めたものに限る）の活用により上

積みされた退職金の割増相当額 

（４）地域医療構想達成に向け、地域医療構想調整会議での合意を経て、異なる

開設者の複数の医療機関が統合する場合において、①のとおり必要な医療施

設等の新築、増改築及び改修に要するもの及び建物の整備の一環として行う

設備整備又は備品の購入に要するもの。また、②から③のとおり、医療機関

が統合に合わせて一般病床又は療養病床を削減する場合に限り、事業縮小の

際に要する費用も併せて対象とする。 

① 地域医療構想の達成に向け、異なる開設者が複数の医療機関を統合し、二

次保健医療圏で必要な病床機能を整備するもの 

② 不要となる建物（病棟・病室等）や不要となる医療機器の処分（解体、廃

棄又は売却）に係る１件あたり 100万円以上の損失（固定資産除却損、固定

資産廃棄損、固定資産売却損）（財務諸表上の特別損失に計上される金額に限

る）。建物については、法人税法上「有姿除却」として認められる場合に限り、

廃棄又は売却を伴わない損失（固定資産除却損）についても対象とする。医

療機器については、「有姿除却」は対象としない。 

③ 早期退職制度（法人等の就業規則等で定めたものに限る）の活用により上

積みされた退職金の割増相当額 

 

４ 交付の対象外費用 

次に掲げる費用については，補助の対象外とする。 

（１）土地の取得又は整地に要する費用 

（２）門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用 

（３）既存建物の買収に要する費用 

（４）建物付属設備を除く設備取得に要する費用 

（５）その他事業の実施について適当と認められない費用 

 

５ その他 

（１）転換整備後、病床機能報告については、転換後の機能とし、事業の完了の

日の属する年度の終了後 10年間は当該機能を維持すること。 

（２）地域医療構想調整会議での合意が得られない場合は、この補助金の対象と

ならない。 

（３）一般病床又は療養病床を介護医療院へ病床転換する場合は、病床削減に含

まない。 

 


